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No 質問 回答

1

補助金について、内定申請受付要項の「２概要　補助金」に
「※既存施設から他のサービスへ転換する場合は補助対象外で
す」と記載がありますが、住宅型有料老人ホームから特定施設
入居者生活介護への内定申請を行う場合に「他のサービスへの
転換」に該当しますか？
また、神奈川県の「施設開設準備経費等支援事業」を利用した
い場合、内定申請受付要項の「６補助金」に記載の条件を全て
満たさなければ補助金の申請はできないでしょうか。

住宅型有料老人ホームから特定施設入居者生活介護への内定申請は、「他のサービスへ
の転換」に該当するため、補助対象外となります。
また、開設準備経費に関する補助金である「施設開設準備経費等支援事業」を活用する
場合は、内定要項の「６　補助金（特定施設入居者生活介護の需用費）の活用を希望す
る場合の内定申請条件」を全て満たす必要があります。

2

公募に係る得点表のうち、３－２洗濯室について、全居室内に
洗濯機置き場がある場合は「居室のある各階に設ける」は得点
をつけて問題ないでしょうか。なお、ご自身で洗濯が行えない
入居者については、委託のクリーニング業者にて洗濯対応可能
です。

本公募に係る「Ｑ＆Ａ及び補足事項」のNO19に記載しているとおり、当該項目は、衛生
面等から居室のある階ごとに「洗濯室」を設けることを評価するものですが、利用者が
自身の居室内で洗濯が完結できるよう、全居室において洗濯機置き場、洗濯機、乾燥機
（もしくは乾燥できる設備）がある場合には、本項目で得点して差し支えないものと解
します。ただし、単に洗濯機置き場のみがある場合には、本項目で得点することはでき
ません。

特定施設入居者生活介護事業者の令和８年度内定申請受付に係る質問内容と本市回答

※各用語の定義は次のとおりです。
・「要綱」とは、「川崎市認知症対応型共同生活介護及び特定施設入居者生活介護の運営法人の内定に関する要綱」を意味します。
・「内定要項」とは、「特定施設入居者生活介護事業者の令和８年度内定申請受付要項（令和９年度開設分）」を意味します。
・「事業計画書」とは、「特定施設入居者生活介護事業所の設置に関する事業計画書」を意味します。
・「指導指針」とは、「川崎市有料老人ホーム設置運営指導指針」を意味します。


